
�愛媛県告示第１６６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条及び愛媛県都市計画

公聴会規則（昭和４５年愛媛県規則第１号）第２条の規定により、次

のとおり公聴会を開催する。

平成２１年２月３日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 日時 平成２１年２月１６日（月）１９時から

２ 場所 西予市宇和町卯之町三丁目４３４番地１

西予市中央公民館

３ 公聴会の案件及びその概要

� 案件

宇和都市計画道路の変更について

� 案件の概要

「卯之町町並み保存」をより一層推進し、歴史・文化環境を

活かしたまちづくりを目指すため、「伝統的建造物群保存地区」

の指定に併せ、関連する路線を変更しようとするものである。

４ 公述の申出等

� 公述の申出

公聴会に出席して意見を述べようとする者（宇和都市計画区

域内の住民ならびに利害関係者に限る）は、意見の要旨及びそ

の理由並びに住所氏名を記載した書面を知事に提出すること。

� 申出の期限

平成２１年２月１２日（木）まで

なお、申出の期限までに公述の申出がない場合は、公聴会の

開催を中止する。

� 問い合わせ先

〒７９０―８５７０ 愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県土木部道路都市局都市計画課

（電話 ０８９―９１２―２７３９）
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